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所沢市の会議の公開に関する指針 

 

１ 趣旨 

この指針は、所沢市情報公開条例（平成１３年条例第６号。以下「条例」と

いう。）第２５条の規定に基づく審議会等の会議の公開に関し、基本的な取扱

いを定めるものとする。 

 

２ 非公開の決定 

（１） 審議会等の会議が条例第２５条ただし書に該当するときは、審議会等

の長は当該会議に諮って、当該審議会等の会議の一部又は全部の非公開を決

定することができる。 

（２） 審議会等が、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明

らかにしなければならない。 

 

３ 会議の公開の内容 

（１） 会議の日程等の事前公表 

（２） 会議の傍聴 

（３） 会議資料、会議録の写し及び報告書等の写し（以下「会議資料等」と

いう。）の公開 

 

４ 会議開催の周知 

（１） 会議の日程等は、事前に公表するものとし、おおむね会議の開催の１

週間前までに行うものとする。ただし、会議の開催が急を要しその暇がない

ときには、この限りでない。 

（２） 会議の事前公表は、会議開催のお知らせ（様式第１号）を用いて市政

情報センター及び所沢市庁舎１階市民ホール内会議開催のお知らせ掲示板

に掲示し、所沢市ホームページに掲載するとともに、次に掲げる場所におい

て閲覧に供することにより行うものとする。 

ア 所沢市まちづくりセンター条例（平成２２年第３７号）別表に規定する

まちづくりセンター 

イ 所沢市役所市民課サービスコーナー設置規則（平成元年規則第２号）第
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２条に規定する所沢市役所市民課狭山ケ丘サービスコーナー 

ウ 所沢市市民活動支援センター条例（平成２３年条例第７号）第１条に規

定する所沢市市民活動支援センター 

（３） 会議の開催の周知にあたっては、会議の名称、会議の開催日時、場所、

議題及び公開・非公開の別、非公開の理由、傍聴席数、問合せ先等を明記す

るものとする。 

 

５ 公開の方法等 

（１） 審議会等の会議の公開については、会場に傍聴席を設け、希望者に傍

聴を認めるものとする。なお、審議会等の長は、会場の秩序維持に努めるも

のとし、必要と認めるときは、傍聴者に退席を命ずることができる。 

（２） 審議会等の会議が公開されるときは、傍聴者に対し原則として会議資

料を配布するものとする。ただし、図面、地図、写真、報告書等、配布が困

難と認められる会議資料については、会場に備え、閲覧に供することができ

る。 

 

６ 会議録の作成 

審議会等は、所沢市会議録作成要領に基づき、すべての会議の会議録を作成

し、会議資料とともに保存するものとする。 

 

７ 会議資料等の公開 

（１） 開催された全ての審議会等は、会議終了後、審議会等の会議の開催結

果（様式第２号）を、市政情報センターにおいて閲覧に供するものとする。 

（２） 審議会等は、公開された会議の会議資料を、会議終了後、市政情報セ

ンターにおいて閲覧に供するものとする。 

（３） 審議会等は、公開された会議の会議録確定後、その写しを市政情報セ

ンターにおいて閲覧に供するとともに、所沢市ホームページに掲載するもの

とする。 

（４） 審議会等は、報告書等を作成した場合は、その写しを市政情報センタ

ーにおいて閲覧に供するとともに、所沢市ホームページに掲載するものとす

る。 
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（５） 前各項の市政情報センターにおける閲覧及び所沢市ホームページへの

掲載は、会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日までとする。 

（６） 市政情報センターにおける閲覧期間が終了した会議資料等並びに会議

を非公開とした場合の会議資料及び会議録の公開については、原則として、

公文書公開請求によるものとする。 

 

８ 運用状況の公表 

市長は、会議の公開の状況を年１回公表するものとする。 

 

 

附 則（平成１６年１２月２７日） 

この指針は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２８日） 

この指針は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月１８日） 

この指針は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年９月２０日） 

この指針は、平成２３年１０月１日から施行する。 

  附 則（平成２７年３月１１日） 

この指針は、平成２７年４月１日から施行する。 
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